
委任状兼誓約書 

    代理人住所                      

    代理人氏名                      

      連絡先                      

 

上記の者を代理人として、 

「保管場所使用承諾証明書の取得に関する一切の権限」を委任します。 

 

また、自動車購入のため保管場所使用承諾証明書交付願を申請するにあたり、

購入車両の車検証が交付されると同時に、廃車車両の抹消登録又は名義変更手

続きを行い、速やかにその写し（購入車両の車検証及び廃車車両の抹消登録証

明書又は名義変更の検査証）を提出します。 

 さらに、登録自動車の保管場所を変更したとき（解約等で利用しなくなった

時を含む）は、変更した日から１５日以内に変更後の保管場所の位置を管轄す

る警察署に届出します。 

 なお、上記の提出や届出を怠ったときは、貴協会が当該保管場所の取消しの

届出を行うことについて、異議ありません。 

 

 

 

                令和  年  月  日 

 

            委任者住所                    

            委任者氏名                 ㊞   

              連絡先                    


